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1 昭和 58年 9月 20日(火曜日}午前 10時

館山市役所議場

1 出席議員 2 6名

1番 神田 守隆 2番 田沢 勝信

3番 山申金治郎 5番 川名 正二

6番 生稲 陸 7番 榎本 春光

8番 小宮 利夫 9番 福原 勤

1 0番 横溝 功 1 1番 飯田 義男

1 2番 石井 謀 1 3番 石井 昌治

1 4番 伊藤幸太郎 1 5番 渡辺 昭夫

1 6番 松下 正己 1 1番 近藤 好椎

1 9番 黒川 平治 2 0番 右井 武敏

2 1番 吉田勇治郎 2 2番 林 豊

2 3番 伊賀 多朗 2 4番 流山源次郎

2 5番 五十嵐 昇 2 6番 石井 正

2 1番 安西 益男 2 8番 安海 徳暇

1 欠席議員 1名

4番 目下 君敏

1 出席説明員

第 1号から選挙管理委員会委員長、監査委員、監査事務局長、農業委員

会会長、農業委員会事務局長を除く。

1 出席事務局職員

第 1号iζ同じ

1 議事日程{第 3号)

昭和 58年 9月 20日午前 10時開講

議案第 36号 館山市手数制条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第 31号 館山市コミュニティセンター設置条例の制定

について

議案第 38号 館山市勤労青少年ホームの設置及び管理に関

する条例の制定について
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議案第 39号 館山市学習等供用施設の設置及び管理iと関す

る条例の制定について

議案第 4 0号 館山市公民館条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第 41号 館山市婦人会館設置条例の一部を改正する条

例の制定について

日程第 li議案第 42号 館山市図書館条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第 4 3号 館山市立博物館設置条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第 44号 館山市社会体育施設の設置及び管理lζ 関する

条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 4 5号 館山市老人福祉センターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第 4 6号 館山市民センタ一条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第 4 7号 館山市豊房育成牧場の設置及び管理lと関する

条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 48号 公有水面埋立免許tζ 関する答申について

(1噂案第 4 9号 昭和 58年度館山市一般会計補正予算(第 2

日程第 2~ 号)

L議案第 50号 昭和 58年度館山市老人保健特別会計補正予

算{第 1号}

開 議午前 10時 o5分

。議長(石井 正君) 本日の出席議員数 26名、乙れより第 3回市議会

定例会第 3自の会議を開会し、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事はお手元に配付の日程表により行います。

議案の上程
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。議長(石井 正君) 回程第 1、議案第 36号乃至議案第 48号の各議

案を一括して議題といたします。

質疑応答

。議長(石井 正君) 乙れより質疑lζ入ります。

通告がありますので、発言を許します。

2 0番議員石井武敏君。御登壇願います。

( 2 0番議員石井武敏君登壇)

02  0番(石井武敏君) 私は、議案の 36号、 38号、 40号、 42号、

4 5号、 47号につきまして御質問をいたしますので、よろしくお願い申

し上げます。説明書lとよりまして質疑をしてまいります。

まず、 36号につきましてでございますが、乙の議案につきましては、

国のほうで戸籍手数料条例の改正が行われましたのを一つの機会にしまし

て、乙の際乙うした手数棋を見直してい乙うということで議案として載っ

てきております。乙の手数料のおのおのの種類の、種類別はっきましてど

のような値上げをしたらよいかという乙とは種々御検討なされて、その結

果乙うした 100円から 200円というように、いずれを見ましでも倍額

の値上がりになったものであろうと思います。

乙の倍額の値上げに関しまして、 1つは、国の戸籍手数料条例が改正に

なった乙とを機会にあらゆる市町村で乙れと相呼応して乙うした作業が進

められているのではないかというように解釈巻いたしますが、乙の上げ幅

につきまして、たとえば県内の館山市と財政規模とか人口等々が類似して

いる他市に比較しまして、乙の値上げの幅というものはいかがなものでご

ざいましょうか。他市と比較しての所見をお伺いしたいというように思い

ます。

また、今回の改正を、提案されました手数制を取り扱うのは市民課でご

ざいまして、乙の値上げを機会lζ市民課の窓口のサーピス向上という点に

おきまして御質問いたしますが、先の通告質問で種々質疑をされまし位。

いささか角度を変えまして御質問いたしますが、市民から好感の持てる応

対等の市民サーピス、乙の教育としてはどういう教育を行っておりますか

御質問申し上げます。
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それから、乙れも関連としまして、市民課では、日常私たちが通ります

と、市民課で作業をしているので待たされまして、雑誌等を見ている風康

があるんですが、市民の健康保持や成人病対策の一環としまして、血圧の

測定器巻市の窓口に設置できないかというように考えております。現在機

械も大変改良されておりまして、測定した数値がデジタルですぐ読み取れ

て、素人にも簡単lと操作ができるというような、そういった便利なものが

いま改良されておりますので、市民サーピスの一環としまして乙うしたも

のを設置したら喜ばれるのではないかというように思いますが、乙の点iζ

関しましても御所見をお伺いいたしたいというように思います。

次lζ 、第 38号でございますが、乙れは勤労者の青少年ホームの設置及

び管理lζ 関する条例の制定でございます。勤労青少年対策というのは乙れ

は大変大事な施策であるというように私は考えております。勤労青少年ホ

ームの設置は、乙れから当市の勤労青少年にとって、その健全育成という

面で大変俊民立っていくというように私は思いますので、また期待も寄せ

ているものでございますので、そ乙で乙の管理や運営にあたりまして十分

にその機能が発揮できるように望んでおります。

そ乙で、御質問でございますが、指導員を置くという乙とですが、指導

員というのは何名か。また、運営委員会の構成が出ておりますが、乙れは

6名となっておりますが、それらの人選としては一一一人選の基準はどうい

うと乙ろにあるのかという点をお尋ねしたいと思います。

次に、 40号でございます。乙れは館山市の申央公民館につきましてで

ございます。公民館はっきましては、乙れからでき上がりますとさまざま

な館山市内のサークルが利用するようになると思います。幅広い層の活用

を考えますときに、そうしたニーズをとらえて対応していくためにはかな

り多数にわたる、多種にわたるいろいろな備品を備えなければならないよ

うに考えますが、そ乙で質問でございます。

現在の段階で考えられます特殊な備品はっきまして、テーブルとか事務

机、そういったものは当然でございますが、いろいろなサークルの使う特

殊な備品につきまして現在どういうものが考えられておるか御説明を賜り

たいというように思います。

また、当市が、おのおののサークルのニーズを満たすためにまずそのサ
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ークルの掌握でございますが、現在どういうように館山市のサークルを掌

握なきっておりますか、掌握方をお答え願いたいというように思います。

それから、もう一点乙れに関しまして、御承知のように当市におきまし

ては児童館というものがないわけであります。公民館の多角的な利用、つ

まり複合活用といいますか、そういう面から見まして私は児童向けの、児

童を対象とした内部の整備をして、児童向けの活用ができないかというよ

うに考えておるものでございますが、乙うした公民館に児童館としての性

格を持たせて活用していくという方法、そういう方法があると思うんです

が、その方法、考え方につきまして御答弁を賜りたいというように考えて

おります。

次lζ 、 42号でございますが、 42号は館山市の図書館条例の一部を改

正する条例の制定についてでございます。乙れは乙の条文はありますよう

に図書館長そ非常勤から常勤に改め、図書館の充実に資するものであると

いうようにありますが、乙の趣旨につきまして私は賛同するものでござい

ます。やはり非常勤から常勤lζ改めていただきまして、図書館の運営の充

実を期していただきたいというように考えております。

そ乙で、御質問でございますが、乙の図書館の運営を充実するという面

から御質問するわけでございますが、 1つは、現在の専門職としては何人

を配置されているかどうか御質問いたします。

次lと、現在の図書館の蔵書数と蔵書のスペースでございます。私は蔵書

がだんだん増えてきてスペースが非常に狭くなってきているのではないか

というように考えているものでございますので御質問する次第でございま

すが、現在の図書館の蔵書数と蔵書のスペースにつきまして説明を賜りた

いというように考えております。

また、それに関連いたしまして、図書館の増築が考えられないかどうか

御答弁を賜りたいというように考えます。

次lζ 、 4 5号でございますが、乙れは館山市の老人福祉センターの設置

及び管理lζ 関する条例の一部を改正する条例の制定でございますが、乙の

老人センターは非常に利用している人に喜ばれているわけでございますが、

しかし、その利用車を見ますと、この利用する人々の申には私は 3種類あ

ると思います。 1つは乙れを無斜で利用する人、そして 2つ自には市内で
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有斜で利用している人、 3つ自には市外で有斜で利用している人、乙うし

た人たちがセンターを利用しているわけでございますが、最近の傾向とし

ていささか減ってきている傾向にあるんではないかというように考えるわ

けであります。

と言いますのは、館山市を取り巻く各町村では乙れと類似のセンタ一、

老人の憩いの場所としてのセンターを設置しているように思いますので、

そういうと乙ろを利用する傾向が増えていると思いますので、当市の利用

者が減ってきているのではないかというように考えます。つまり、今回の

斜金改定をもちまして利用者が減らなければいいがなというように私は考

えるわけでございますので、乙の利用車につきましてどういうように考え

ますか。また、現況の利用数につきましてお示し願いたいというように考

えます。

次lζ 、 47号でございますが、乙れは館山市の豊房育成牧場の設置及び

管理lζ関する条例の制定でございます。乙れに関しましては先の通告質問

で山中議員のほうから質疑がありまして、御答弁もありました。私は乙の

委託になる際lζ市の仕事や負担が減ると思います。乙れはもちろんそうで

ございますが、市の仕事と協同組合で行う仕事の内容につきましでもう少

し明らかに、具体的にしていただきたいというように考えております。御

説明を賜りたいと思います。

以上、御質問いたします。

(市長半海良一君登壇)

。市長(単揮良一君} 石井武敏議員の獅質問lとお答えをいたします。

11襲第 36号館山市手数割条例のー部改正についての御質問でございま

す。県内の類似市と比較して上げ幅はどうかという御質問でございますが;

類似市として 8市について申し上げますと、各種証明 1件につきましての

改正金額は各市とも 200円で、すでに議決されております市は君津、富

津、茂原の 3市、他の 5市一一世原、成田、鎌ケ谷、浦安、四街道につい

ては年度内に提案したいという乙とでございました。

第 2点、市民課の応対サーピスの教育についての御質問でございますが、

市民課の窓口事務については、総合窓口という広範囲な事務を取り扱って

いるため、多数の市民が参りますので、窓口での応対サーピスについては
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常lζ留意していると乙ろでございます。

乙のため、毎年実施される接遇関係の研修会には特に市民課新規蟻員を

出席させ、市民lζ対する窓口事務の接遇について研修を探めております。

また、窓口での市民サーピスにつきましては、担当職員が幅広い事務処

理能力を身につけ、窓口での的確な対応が要求されますので、毎月開催さ

れる戸籍事務研修会、その他関連する研修会に積極的に参加させ、自己研

修lζ努めております。

次lζ 、第 3点、市民窓口lζ 血圧測定器の設置はできないかという御質問

でございますが、市民課の窓口は来庁者も多く、住民の利便を考えればそ

れなりの意義はございますが、健康管理の画から見れば血圧の数値を知る

だけでなく、血圧値が変動した場合、保健婦との対話による檀康相談と生

活指導ができると乙ろに意義があると考えます。そういう意味で 10月に

オープンいたしますコミュニティセンターの 1階談話室に血圧測定器を設

置いたします。

議案第 38号館山市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の制

定についての御質問でございますが、第 1点は、指導員は伺名かというこ

とでございますが、労働省の「勤労青少年ホームの設置及び運営について

の望ましい基準 JIζ指導員の配置が決められており、勤労青少年ホーム lζ

指導員 1名を配置する計画でございます。

第 2点、勤労青少年ホームの運営委員はっきましては、同じく労働省の

「勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準 JIζ 定められ

ており、その構成は関係行政機関の職員、勤労青少年ホームを利用する勤

労青少年の代表者、学識経験者等をもって構成するものと定められており

ます。

議案第 40号館山市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございますが、その第 1点の御質問は、、現在の段階で考えられる備品はど

のようなものかという御質問でございますが、申央公民館は新しく設置さ

れましたので、家具、その他一般備品のほかに、各室それぞれの機能を果

たせるよう備品を購入する予定であります。たとえば、創作室は工作台、

電動工具、陶芸用炉、七宝焼用炉、和室には茶道具、華道具等、さらに軽

運動室lと卓球台、レクリェーション用具、音楽室にピアノが予定されてお
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ります。

次lζ 、第 2点、サークルとしていま掌握されている団体は幾つあるかと

いう御質問でございますが、公民館で現在掌揮している団体数は、本館で

2 7団体、分館で 36団体、合計 63団体でございます。乙れらの団体に

は、民謡、詩吟、華道、茶道、書道、短歌、俳句、絵画、手芸、囲碁、将

棋等の団体がございます。

御質問の第 3点、児童館としての活用は考えられないかという御質問で

ございますが、社会教育法の定める基準により設置され運営しなければな

らない公民館は、その目的に社会教育に必要な事業または住民の集会、そ

の他学習の場として住民の利用に供するとされております。公民館を児童

館のように開放するには、児童館の設置基準にあります設備、職員等公民

館と異なり、その運営に支障がございます。公民館も社会教育法により、

人間形成の基礎づくりである児童についてその施策を定めており、社会教

育の一環としての少年教室の設置、子供会等の利用を促進し、乙の面で児

童、生徒の公民館利用を進めてまいりたいと考えております。

議案第 42号館山市図書館条例の一部を改正する条例の制定について、

御質問の第 1点は、現在図書館lと配置されている専門職員は何名かという

乙とでございますが、 2名でございます。

第 2点の、蔵書数についての御質問でございますが、蔵書数は 9月16 

日現在 4万 656冊でございます。乙れらの図書の収容スペースにつきま

しては余裕十分とは申しかねますが、最近は図書館の機能が館内における

閲覧よりも館外への貸し出しに重点を置くようになった乙とから、全蔵書

聖陳列するに要する書架は必要としてはおりません。現有害架の総収容能

力は約 4万 30 0 0冊分でございます。

次lζ 、第 3点、増築は考えられないかという御質問でございますが、現

在の図書館は建築以来 11年を経過しており、乙の聞に市民が図書館に寄

せる期待も大きく変化しております。したがいまして、館山市における図

書館はどうあるべきかを図書館協議会等に諮問し、十分に検討し、新しい

図書館システムを取り入れた図書館構想をまとめたいと考えております。

議案第 45号館山市老人福祉センターの設置及び管理lζ 関する条例の一

部を改正する条例の制定についての御質問でございますが、第 1点は、利
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用率が低くならないかという御質問でございますが、有斜による利用者の

内容は、市内lζ居住する 60歳未満の方及び市外の方が囲碁、将棋等の趣

味i乙利用するものでございますので、乙のため使用制値上げに伴う利用車

については低下する乙とはないと考えております。

次lと、第 2点の現在の利用数という乙とでございますが、昭和 57年度

年間利用数は 1万 9295人でございます。その内訳は、市内居住の 60 

歳以上の方が 1万 7272人で 89.596、 60歳未満の方が 1521人

で 1. 996、市外の方は 502人で 2. 696となっております。

次lζ 、議案第 47号館山市豊房育成牧場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定についての御質問でごぎいますが、市の仕事は、

入牧牛の募集、入退牧牛の手続き及び使用制の徴収事務、借用地の契約関

係等でございます。また、畜産農業協同組合の仕事は、育成牛の飼養、そ

れに伴います草地の維持、牛舎施設等の善良な維持管理をする乙とでござ

います。

以上、答弁を終わります。

020番{石井武敏君) ただいま種々御答弁いただきまして、おおむね

了承いたしますが、まず 36号の手数制条例の改正につきまして、条例改

正の倍額になる上げ幅は他市と民較してどうか一-f也市も同じような歩調

で進んでいるという乙とで、ただいまの答弁で了承いたします。

ぞれから、血圧の測定器につきましてはコミュニティセンターの申の談

話室に設置するという御答弁でございますので、その点で了承いたします。

3 8号の勤労青少年ホームはっきましてでございますが、乙れはぜひホ

ームの設置内容を充実していただきたいというように考えております。

ぞ乙で、青少年に必要な図書の整備、乙うしたものは揃えられるのかど

うか。どのように揃えるのか。その点はっきまして御用意があればお答え

願いたいと思います。

それから、 40号でございますが、申央公民館でございます。サークル

の種類は、いろいろ御答弁はありましたようにたくさんのサークルがある

ようでございます。また、私の考えると乙ろでは未掌握のサークルもある

のではないかなというように考えますが、それは今後の乙ととしまして、

乙れからサークルから乙うしてもらいたい、ああしてもらいたい、乙うい
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う種類のものを用意してもらいたいというような要望がまた今後出てくる

と思いますが、そうした点でひとつ前向きに乙れに対処していただきたい

という乙とを申し上げておきたいと思います。

なお、乙の運営につきましては、乙の条例によりますと、申央公民館運

営協議会一一寸璽管委員が 15人となっておりますが、任期が 2年ですか、

乙れはだれが任命するのか、ど乙で任命するのか、そのへんをお答え顕い

たいというように考えます。

それから、図書館についてでございますが、乙れは 42号でございます。

現在はいわゆる館外が重点になってきているように一一一いまの御答弁でい

きますと、図書の利用、活用というものが館内というよりも館外がふえて

きているようにいま御答弁がありました。しかし、私は蔵書のスペースが

少ないというように考えておるものでございます。乙れは今後の問題とし

まして、図書館の運営協議会におきまして十分検討を私は期待するもので

ございます。そうした形の意見がありますが、そうしたものに期待すると

いう乙とで、乙の点の質問も打ち切ります。

次lζ 、老人センターでございますが、乙れは値上げ幅としては妥当な値

上げであろうというように私も考えますので、乙の点はっきましでも了承

いたします。

最後に、 41号の豊房育成牧場の委託でございますが、乙れは協同組合

lζ委託するんで、協同組合も専門家であると思いますが、やはり市で行っ

てきたものを委託していくわけでございますので、乙れが委託後lζ 円滑に

運営されていくかどうか、また、円滑に運営されていくように市としては

努力脅し、間E慮をしなければならないんではないかというように考えます。

乙りした委託哉の運営の商から言いまして、円滑な運営lζ 対しまして市が.

どのような配慮を考えているかという点はっきまして、その御配慮の範囲

をひとつお答え顕いたいというように考えます。

以上、御質問いたします。

0教育長{安田豊作君) 勤労青少年の読書のための図書の用意について

という御質問でございますが、コミュニティセンターそのものが有機的な

運営をするというような乙とで規定されておりますが、その申の一階lζ 図

書室があります。 33. 4 2平米のそ乙を活用するようにして運営を図っ
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ていきたいと、乙う思っております。

ぞれから、申央公民館の運営委員はだれが任命するか一一一教育委員会で

ございます。

以上。

O経済部長(山田俊康君) 育成牧場の運営についての配慮という乙とで

ございますが、今回の条例でお願いしておりますように、育成牧場の運営

lζ 関しまして運営委員会を設置するというふうにお願いしでございます。

館山市豊房育成牧場運営委員会を設置するということで一一委員の構成と

しては安房郡の畜産農業協同組合の役職員、酪農関係者、知識経験者、地

方公共団体の職員等をもって構成する運営委員会をもって公Eな運営、よ

り機能的な運営を図るように諮問し、また建議を受けてそれぞれやってい

くという乙とで考えております。

020番(石井武敏君) 勤労青少年ホームの青少年に必要な図書の整備

につきましてお答えいただきましたけれども、ひとつそうした面から充実

を函っていただきたいというようにお願いいたします。

それから、申央公民館の運営審議会でございますが、教育委員会が任命

する一一一乙れは了承いたします。

それから、児童館につきましては、ひとつ今後の問題としてお含みいた

だきたいというように考えます。

最後の、豊房育成牧場でございますが、運営委員会をつくって円滑な運

営ができるようにしてまいりたいという乙とで一一一私が聞いているのは、

いささか聞き方の角度が違いまして、市がどういう配慮があるのかという

ことを聞いておりまして、少し私の質問が漠然としているかもしれません

ので、念のためにもう少し質問の輪郭をはっきりしておきたいと思います。

たとえば、技術指導をどうやっていくのか、財政的な面で軌道に乗るま

ではどうするのか、あるいはどういうところを指導の要点として考えてい

るのか、そうした具体的な市の配慮の仕方を聞いておるわけでございます

ので、そのへんをもう少し明らかにしていただきたいというように患いま

す。

以上、お願いいたします。

0経済部長{山田俊康君) まず、条例の施行が 10月 1日という乙とで、
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1 0月 1日から委託をお願いするわけでございますが、日ままで経験を積

んでおります市の職員は来年の 3月 31日まではその職場にいて経営の仕

方、いろんな問題につきまして事務引き継ぎと申しますか、技術引き継ぎ

と申しますか、そういった面について新しい畜産農業協同組合の職員に引

き継ぎを行います。

財政的な面では、特別な配慮というものをしているわけではございませ

んけれども、内容的tz:は先ほど市長からお答えいたしましたように一一農

業協同組合の仕事の申に草地の維持、牛舎施設等の善良な維持管理をする

という乙とでお答えしておりますが、その施設の維持管理lζ 関する費用等

も当然委託料の申で考えてまいります。

ぞれから、今回お願いいたしました豊房育成牧場の使用斜、従前ですと

1万 2000円でありましたものを、条例の基本的な改正として 1万 50 

o 0円、附則のほうで 1年聞に限って 1万 35 0 0円というような値上げ

をお願いしでございます。委託桝につきましては、現時点で考えられる 1

頭当たりの委託制 1万 5000円、入牧牛tζ対して市としては支払う。そ

れから預託者から徴収するのは 1年聞に一一「来年の 9月いっぽいまでは 1

万 35 0 0円。ですから、 1頭はっき 1500円ずっ市が負担増となって

畜産農業協同組合に委託斜として支払うというような乙とを考えておりま

す。

020蕃(石井武敏君} 質問を給わります。

。議長{石井 正君) 以上で 20番議員君の質問を終わります。

次、 1蕃議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1番議員神田守隆君登壇)

01番(神田守隆君) 通告いたしました各議案について質問をいたしま

す。

まず、私の質問でありますが、議案の第 36号館山市手数料条例の一部

を改正する条例の制定についてであります。各種証明書類の交付手数制を

現行の 100円から 200円に値上げをしようとするものでありますが、

値上げの理由として、各種証明書の交付tζ要する経費を検討したとしてい

ますので、乙の値上げにあたっての各種証明書の交付経費についてどのよ

うに上がったのか、そのへんについての御説明をお願いしたいと思うわけ
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であります。

次に、議案の第 37号館山市コミュニティセンター設置条例の制定につ

いてでありますが、その第 4条で、コミュニティセンターの施設相互間の

連絡調整を密にし、複合施設として有機的な運営を義務づけるとしている

わけでありますが、乙の有機的な運営とは具体的にどういう乙となのか。

コミュニティセンター各施設聞の有機的な、効率的な活用というような乙

とから有機的な運営というのを具体的な御説明をお願いしたいと思うわけ

であります。

次lζ 、議案の第 38号館山市勤蛍青少年ホームの設置及び管理lζ関する

条例の制定についてでありますが、ホームの使用棋について、目的舛使用

の場合は有料で制金を徴収するとしているわけであります。とのホームの

目的外使用とは具体的にどういうととを言うのか、有桝と無料のその運用

上の具体的な説明をお願いをしたいと思うわけであります@

次に、議案の第.(.(号館山市社会体育施設の設置及び管理tζ 関する条例

の一部を改正する条例の制定、議案第 4 5号の館山市老人福祉センターの

設置及び管理lζ関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

4 6号館山市民センタ一条例の一部を改正する条例の制定について、いず

れもその使用制の値上げをしようとするものであります。乙れらの使用斜

値上げにあたってその経費の関係でお尋ねしようとするものであります。

4 4号の関係では、社会体育施設の使用料は個々の施設で値上げの幅が

それぞれ遭いがありますが、相摸場を除いて大体 20%乃至 50 %の値上

げになろうかと思います。乙れらの使用料の算定にあたってどのような費

用が経賓として積算をされたのか、また、それらの経費の上昇率について

御説明をお願いしたいと思うわけであります。

4 5号関係では、 60歳以下の本市の住民の場合、 100円から 150

円に 50%の値上げというような乙とでありますが、乙の値上げにあたっ

てその経費の関係ではどのように御説明をなさるのか、御説明を顕いたい

と思うわけであります。

4 6号の市民センターの使用料についてでありますが、各施設ごとに値

上げ幅が 3%程度のものから 50%を超えるものなどいろいろであります

が、乙れらの値上げの結果、使用料収入は全体として総体的に何%アップ
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を見込んでいるのか、市民センターの運営諸経費との関係で櫛説明を願い

たいと思うわけであります。

次lζ 、議案第 47号館山市豊房育成牧場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてですが、その管理を安房郡畜産農業協

同組合に委託するとの乙とであります。本来、当育成牧場は市内酪農家を

援助し、本市酪農業の発展lζ寄与しようとするものであると考えます。と

乙ろが、その管理を安房郡畜産農業協同組合lζ委託する乙とから、当市以

外の酪農家が利用する施設に変わっていく乙とが考えられます。経営効率

の問題から市外の酪農家に一定の範囲内で門戸を開放するという乙とにも

それなりの理解もできると乙ろであります。しかし、乙れらの問題は基本

的には本市の酪農業の発展を第 1tζ考えるべき事柄だと思います。むしろ、

問題とすべきなのは、市内の酪農家にとって育成牧場への預託が檀康な乳

牛のためには必要であるにもかかわらず、市内の酪農家の預託頭数が伸び

ないという乙とはあるのではないかと考えます。乙うした視点から市内酪

農家の預託状況はどうなっているのか、また、預託頭数がふえない問題点

はど乙にあるとお考えなのか、御説明を願いたいと思うわけであります。

以上、御答弁lとよりまして再質問をきせていただきます。

(市長半海良一君登壇)

。市長{半海良一君) 神田議員の御質問にお答えをいたします。

議案第 3 6号館山市手数斜条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございますが、各種証明書のコストについてお尋ねがございましたが、証

明書交付lζ 要する時間、人件費、物件費はより試算をいたしました。特lと

処理時間については電算処理lζ要する実測統計数値と経験lζ 基づく数値lと

より算出いたしました。その結果、住民票については 22 3円 4 0銭、印-

鑑登録は 244円 27銭、印鑑証明は 23 2円 20銭、その他の諸証明に

ついては 249円 4 9銭となっております。

次lと、議案第 37号館山市コミュニティセンター設置条例の制定につい

て、複合施設として有機的な運営を義務づけるとは具体的にどういう乙と

かという御質問でございますが、コミュニティセンターはそれぞれ設置の

基準、目的を持った施設の集合体であり、使用形態も施設により異なりま

すが、市民の生涯教育の場である乙とには遭いはございません。したがっ
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て、施設の持つ機能を各施設で連携告とりながら有機的に運営する乙とが

複合施設としてのコミュニティセンターの使命であり、住民の有効利用を

促進するために条例に明記したものでございます。

次lζ 、議案第 38号館山市勤労青少年ホームの設置及び管理lζ関する条

例の制定について、ホームの目的外使用とは具体的にどういうことかとい

う御質問でございますが、勤労青少年ホームの設置及び運営の望ましい基

準の申で、 「ホームは設置する地方公共団体の区域内に在住、在勤の勤労

育少年に利用させるものとする。 Jとされております。また、個人、団体

が使用できる対象者としておりますので、目的外使用とほとれ以外の使用

の場合を意味いたします。

次lこ、議案第 44号、 45号、 46号に共通の御質問で ζ ざいますが、

社会体育施設をはじめ諸施設の使用料の改定化つきましでは、措置の維持

管理費と受益者負担の見地から検討いたしたわけでございます。

乙乙数年間使用斜を据え置いたままで運営してまいりましたが、今回電

気制、燃桝費等諸物価の上昇を勘案いたしまして、原則的には人件費を除

く経常経費とのバランスを考え、各指設ごとに算定をいたしましたが、平

均いたしますと、乙の経費の約 50%程度を受益者に負担していただ乙う

ということでございます。

値上げ率は 20%から 50%となっておりますが、平均いたしますと 3

1 %、市民の利用度の少ないプールの合宿所及び専用使用料等を除きます

と23%の値上げ率となっております。

次lと、議案第 41号館山市豊房育成牧場の設置及び管理lζ 関する条例の

一部を改正する条例の制定については関する御質問でございます。市内の

酪農家の利用状況はどうか、問題点はないかという榔質問でございますが、

市内酪農家の利用状況でございますが、現在の牧場利用者は 4 5戸、 90 

頭でございます。

問題点としては、市内の入牧牛で認容頭数 100頭に満たない場合が考

えられます。したがって、施設の効率化を図るため市外の育成牛の受け入

れができるよう条例改正をお願いするものでございます。市内の入牧牛が

100頭lζ満たない場合がこれからも考えられるわけでございますが、市

内の酪農家の状況を見ますと、酪農家の戸数は年々減りぎみでございます。
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しかし、頭数はふえている。そういう形でございますので、多頭飼育をい

たします関係で 1、 2頭多くてもそのまま飼育をするというような、特に

牧場に預けないでそのまま飼育するというような傾向が見られるわけでご

ざいますが、今後努力をいたしまして、なるべく育成牧場を利用するよう

に働きかけたいと考えております。

以上、答弁を終わります。

o 1番(神田守隆君) 手数耕条例については、先ほど御説明があって、

それぞれ 200円を超えるようなコストになっている。しかし、コストの

内訳についていろいろまた問題があろうかと思います。人件費だとか、そ

ういう乙とが経費の申に加えられているという乙とで大変高い額になるん

ではないかというふうに思うわけです。乙の点については一応乙れで質疑

を打ち切りまして……。

3 7号で、コミュニティセンターの有機的な運営というととで、なかな

かいまの説明で、名文句をうたったというだけのものであって、具体的に

各施設告をどうやって有機的にやるのかというととで少し質問したいと思う

んですけれども、いろいろ勤労青少年ホームだとか公民館であるとか、そ

ういう各施設が 1つの建物にあるわけで、各施設ごとの連絡調整というよ

うな乙とで運営委員会というようなものはつくるのかどうか、乙の条例の

申にうたっておりませんけれども。

ぞれから、センター全体の統括責任者というような、そうしたセンター

長みたいなものがあるのかどうか。あるいはセンター全体として人的な配

置、乙れはどういうふうになるのか。

それから、コミュニティセンター全体として、一応市の所管課という点

ではどういうふう巳考えたらいいのか。いわゆる縦割りのままなのか。ぞ

れとも 1つのと乙ろに所管を決めた上で運営を図ろうとしているのか。

それから、勤労青少年ホームの問題ですが、先ほどの答弁でもなかなか

よくわからぬわけですけれども、一応目的外使用と目的に沿った使用とい

う乙とで具体的な一一一たとえば、先ほどの問題とも関連するわけですが、

社会教育活動として集会を行う、集会室を利用するというような場合に、

公民館を使った場合にただだけれども、逆にそ乙がたまたまいっぱいで、

じゃあコミュニティセンターの申で動勢青少年ホームの集会室を利用しま
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しようというような乙と古具体的な事例としては考えられると思うんです。

その場合に目的外使用というような考え方から一一社会教育施設ならば、

社会教育活動ですから、当然公民館は無料という乙とになりますけれども、

たまたまそうしたような事情の申で乙れが動勢青少年ホームの場合は有税

であるという乙とはなかなか合理的なものではないと思うんです。そうい

うような乙とも想定できると思いますので、そういう施設の整合性といい

ますか、各施設の利用についての目的外使用、目的内使用、そのへんにつ

いての考え方はどういうふうになっているのか、もう少しお聞かせ顕いた

いというように思います。

ぞれから、議案の第 44号で、それぞれ人件費を除〈諸経費でその 50 

%相当額を受益者の負担という乙とで料金の設定を考えたというようなお

話で、その乙とはその乙ととしてわかりました。

値上げの具体的な申身で、社会体育施設の場合lζ 、野球場が値上げ幅が

非常に高いように思うんです。それから多目的グランドですか。特lζ野球

というのは非常に盛んなスポーッだというふうに理解をするわけで、乙う

いう野球なんでいうのは非常に住民の利用に供する乙とも多いわけで、値

上げ帽については特に 1番高い組にしたというのは何か納得できない気が

するんですけれども、乙のへんについてお聞かせを願いたいと思います。

ぞれから、 47号の育成牧場の関係ですが、率直な話、安房郡畜産農業

協同組合がよく受託をしたなというふうな気がするんです。安房郡畜産農

業協同組合という乙とからすると、安房郡全下の酪農家で組婚されている

と思うんで、それが館山市の育成牧場を受け入れるという乙とになれば、

乙れは安房郡下の酪農家の立場からすれば当然積極的にその施設が利用で

きなければメリットがないというふうな ζ とになろうかと思うんです。そ

ういう乙とで私が危棋するのは、市は市の独自の立場からやはり市内酪農

家の預託をふやそうという乙とで努力をされるという乙となんですけれど

も、具体的にそういうふうにいくのかという心配があるわけです。それで

具体的に安房郡下の酪農家の預託頭数についてどのくらいあるというふう

に現在見込んでおられるのか、市内の酪農家がどれくらい一一現状はわか

りましたけれども、今後どういうふうに推移するというふうに腹づもりで

すね、お考えなのか、お聞かせを願いたいというように思います。
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0教育長(安田豊作君) 3 7号、複合施設の有機的運営について、運営

委員会を持っかという乙とでございますが、センターとしての運営委員会

は持ちません。申央公民館運営委員会と勤労青少年ホーム運営委員会を持

つわけでございます。

ぞれから、センター長を設けるかという乙とでございますが、センター

長という乙とではございませんけれども、中央公民館長が施設管理の責任

者である、乙ういう考え方であります。

ぞれから、人員はという乙とでございますが、嘱託をまぜて 7名現在予

定しております。

ぞれから、所管はーーしたがって、管理については教育委員会という乙

とになりますか、公民館長が管理責任者という乙とでございますので、あ

の申の保健センターを抜かして教育委員会の管理下にある、乙ういうふう

lと・・・・・・ 0

ぞれから、 38号の目的外使用一一具体的に例を示されまして、社会教

育団体がもし勤労青少年ホームの部屋を利用した場合はどうなるんだ。乙

れは 37号の 4条で規定してありますように、有機的な運用という乙との

申で、もちろん勤労青少年の利用を優先しますが、あいておって、申央公

民館の方が満員であるという場合の利用については、社会教育一一一申央公

民館の 1室という解釈のもとに無斜で使う。その逆もあり得ると思います。

勤労青少年は現在 5000人くらいあるようでございます。そういう人が

多数集まる場合悔は中央公民館の広場を使って有機的な運営を図る、乙う

いろぶラ!と解釈をしていただきたいというふうに思います。

ぞれから、 44号の使用斜の値上げ、特に野球場と多目的グランドが高

いんではないか一一一野球場と多目的グランドの上げ幅が 50%という乙と・

で他の 20%と比べると高いわけでございますが、多目的グランドは個人

で使用する場合は無制で開放といいますか、使っておりますので、ともに

団体使用でございます。団体使用ですから個人割りに割った場合にはいま

までの料金がむしろ安過ぎたんではないか、乙ういう解釈も成り立つわけ

で、バランスをとる意味でパーセントからい〈と 50%の上げ幡になった

わけでございます。

以上。
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0経済部長{山田俊康君). 安房郡内から入牧する牛はどの程度と考える

かという乙とでございますけれども、先ほど市長が申し上げましたように、

過去の統計で申しますと、 50年当時は 523戸の農家があって 3194 

頭、現在では 214戸で 3363頭、頭数はふえておりますが、戸数は 2

4 9戸減っております。乙の傾向は安房郡内ど乙でも同じという乙とでご

ざいます。多頭飼育の傾向が考えられます。

ぞれから、もう 1つ。今回の条例改正の中でお願いしてございます、館

山市民以外の者が預託する場合は規定料金の 1割増しという乙とになって

おります。 1割増しでやるという乙とになっております。

ぞれから、入退牧lと対します事務は館山市が行うという乙とでございま

す。

それらを総合いたしますと、そう多〈のものが入ってくる左いち乙さは

ちょっと予測できない。なるべく市内優先という考えは今後も貫いていき

たいという乙とで考えております。

01番(神田守隆君) 終わります。

0議長(石井 正君} 以上で 1番議員の質疑を終わります。

以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑は

ございませんか。一一朝質疑なしと認めます。

以上で質疑を終結いたします。

委員会付託

。議長(石井 正君) ただいま議題となっております議案第 36号乃至

議案第 48号の各議案はお手元lζ配付の議案付託表のとおりそれぞれ所管

の常任委員会に付託をいたします。

議案の上程

O議長{石井 正君} 日程第 2、議案第 4 9号及び議案第 50号昭和 5

8年度館山市一般会計及び特別会計補正予算を一括して議題といたします。

質疑応答

。議長(石井 正君) 乙れより質疑に入ります。
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通告がありますので、発言を許します。

2 0番議員石井武敏君。御登壇顕います。

( 2 0番議員石井武敏君登壇)

020番(石井武敏君) 私は、補正予算lζ 関しまして何点か御質問申し

上げたいというように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます c

第 1点は、説明書で質問を進めたいと思いますが、 42ページの民生費

についてでございますが、乙乙 lζ 高齢者体力づ〈り健康づくり事業補助金

が載っております。乙れは新しい事業でございますので、乙の事業の目的

とか方法をもう少し具体的にお聞かせ顕いたいというように考えます。

当市におきましては、御承知のように老人人口が昭和 58年度では全体

の人口の 14.596というようになっております。乙の数値は県内の他市

と比較しましでも、また全国的な平均からしましでもかなり高いものにな

っております。全国平均のデータがございませんが、私の記憶では昭和 5

5年の全国平均では 996というようになっております。当時館山市では 5

5年度は 13. 396の比率がありましたので、大体ぎっと 496ぐらい全国

平均よりも高齢化が進んでいるというように考えられます。そうした乙と

から老人の生きがいづくりゃあるいは健康づくり、乙れは大事な施策にな

ってくると思うわけでありますので、そういう観点から乙の事業につきま

しての説明をお願いいたします。

次lと、第 2点は、痴呆性老人短期入所措置扶助費でございますが、乙れ

も新しい事業でございますので、乙れが事業が円滑に運営きれます乙とを

覇い担がι、新規事業のとの事業の内容についていま少しく詑明を補足し

ていただきたいというように考えます。

第 3点は、衛生費でございますが、建物等の修理費でございます。乙れ

は正木処理場の工作物等修繕制になっておりますが、乙の修構の内容につ

いて説明をしてください。

次lζ 、説明書の 43ページでありますが、乙乙 lζ 自然休養村整備事業費

が載っておりますが、乙の事業は私常々非常に活性化が遅れているように

思います。もっと活発に、積極的な活動や運営ができないかというように

常々考えておるわけでございますので、質問をいたします。

自然休養村がいままで行ってまいりました事業、ぞれと効果、あるいは
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成果はっきまして御説明を賜りたいというように考えます。

次lと、説明書の 45ページでございます。公園整備事業費の申lζ埋蔵文

化財の調査委託料が載っておりますが、乙れにつきまして、乙うした文化

財を掘り超乙して確認し保存するという乙とに関しましては私は賛成でご

ざいまして、どうかそういう事業を進めてもらいたいというように考えて

おりますが、委託をなさるわけでございますので、委託する以上はちゃん

としたと乙ろに委託していただきたいという考えを持っておりますので御

質問するわけでございますが、ど乙に委託なさるのか御説明賜りたいとい

うように考えます。

次 tz:、 6点目でございますが、同じく公園整備事業の申の城山公園彫刻

の径の植栽工事が載ってきております。乙の城山公園は順次整備がなされ

てきておりまして、館山市を代表する公園としての容姿も風格志備え与の

あるものでございます。今後魅力のある公園としまして整備を進めていた

だきたいというように思います。

今回、補正に載ってきております彫刻の径植栽工事につきまして、どの

ような種類の樹木をどの程度、どのように植栽をなさっていく計画なのか、

その計画を明らかにしていただきたいというように考えます。

次l乙、教育費でございますが、乙乙 iζVHSの電子編集機の購入が補正

で載ってきております。新しい機械のように思います。乙うした高度の編

集機告を購入するという乙とは、教育程度、教育内容も同時に進んできてい

るものと、高度化してきているものというように私は解釈をしております

ので、乙の編集機はっきまして、どのような機械で、どのような使用をな

さるのか御説明を加えていただきたいというように考えます。

最後に、 46ページの同じ教育費の申の館山幼稚園用地購入費でござい

ますが、乙の購入費につきましてどういう内容のものなのかを御説明を加

えていただきたいというように考えます。

以上、御質問いたしますのでよろしくお願いいたします。御答弁はより

ましてまた再質問いたします。

(市長半海良一君登壇)

0市長{半揮良一君) 石井武敏議員の御質問にお答えをいたします。

議案第 49号のうち、高齢者体力づくり補助金についての御質問でござ
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いますが、乙の事業は県の施策でございます健康で明るい県民づくりの一

環として、高齢者の方がみずからの体力づくり、僅康づくりを行う乙とを

通して在宅老人及びその家族の福祉の増進等を図る ζ とを目的として、老

人クラブ連合会が実施するものでございまして、 58年度事業といたしま

しては、新県民体操の普及と高齢者のための医師による健康講話を実施す

るものでございます。

次lζ 、痴呆性老人短期入所措置扶助費lζ関連しての御質問でございます

が、痴果性老人短期介護事業につきましては、在宅の痴呆性老人を介護す

る家族が病気、事故、冠婚葬祭、旅行等の事由によりまして一時的lζ介護

が困難となった場合に、痴呆性老人を 1カ月を限度として館山特別養護老

人ホーム lζ措置をいたしまして、老人と家族の福祉の向上を図るものでご

ざいます。

次lζ 、建物等修繕費の修織の内容でございますが、乙れは正木処理場の

焼却炉の修繕でございます。 10ら炉 4基のうち、 2号炉のごみ受け管が

破損し、放置しておけば焼却に支障を来たすための修構でございます。

次tζ 、自然休養村整備事業についての御質問でございますが、乙の事業

は昭和 47年度から 50年度lζ南館山地区の自然休養村管理センタ一、ほ

場整備、潜水施設等設置事業でございました。乙れらの事業実施lとより裏

作で花井栽培ができるようになり、農家の所得向上は図られましたが、自

然休養村整備事業の目的でございます観光農業面が不十分であるとの指摘

を昭和 56年度に会計監査院から受けたわけでございます。昨年度より関

東農政局、全国農業構造改善協会等の指導を受け、今回乙れに基づいて休

養村管理センターの充実を申心に専用花摘み圏、体験農園等の整備金図ろ

うとするものでございます。

次lζ 、埋蔵文化財遺構確認調査委託斜についてでございますが、乙の調

査にあたりましては、関係者lとより仮称鹿島堀遺構確認調査会を 10名程

度で組織をいたしまして、乙れに調査委託をしようとするものでございま

す。

次lζ 、城山公園の彫刻の径植栽工事についての御質問でございます。植

栽の種類と数量という乙とでございますが、南側の傾斜地 54 6 m
t には、

地被としてクローパー吹き付け、ピンカミノールを平方メートル当たり 9
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鉢を植え付けいたしますぜ平坦地の園路南側 2 8 5 m
2

tζ は、地被としてシ

ロパナサキゴケを平方メートル当たり 6鉢、樹木としてクスの木 3本、ハ

ナミズキ 29本の植栽をいたし、また、闇路北側 381m
2
t乙は、地被とし

て芝張り、樹木としてマルパシャリンパイ 218本、ジンチョウゲ 21 8 

本の混植を予定をいたしております。

なお、植栽の時期としては、 10月から 11月中旬lζ実施をいたしたい

と考えております。

次lζ 、教育費、教育方法改善設備について御質問でございますが、放送

センター予算の補正に係わる御質問でございますが、乙れは国の教育方法

改善設備費補助金の交付を受けて、 VHS電子編集システムを導入しよう

とするものでございます。市の当初予算確定哉の 5月tζ 乙の補助金の最低

限度額が 50万円から 70万円lζ改正され、引き上げられたもので C ざい

ます。乙の補助金は、最低限度額を割りますと交付が受けられませんので、

放送センターが計画的に設備の充実を図ろうとしていたものを追加膚入し、

それへの対応を図ろうというための補正でございます。

次iζ 、館山幼稚園用地購入費についての御質問でございますが、現館山

幼稚園地内の国有財産 3筆、地目畑の 80 5 m
2 について、農林省が問地土

の館山 242番地、庄司雅造さんは払い下げを行いましたので、去る 3月

2 8日、館山市土地開発基金にて用地取得をしておりますが、これを行政

財産として購入しようとするものでございます。

以上、答弁を終わります。

020番(石井武敏君) 何点か再質問をさせていただきたいと思います

が、最初の高齢者の体力づくりの事業、乙れは御答弁はよりますと、県の

施策であるという乙と、そして在宅老人とその家族一一一いわゆる、いまま

では老人対象であったのが、その枠を家族まで含めた体力づくりをやろう

としていること等が御答弁の申からうかがえます。行う内容といたしまし

ては、新県民体操、健康講話というようになっておりますが、何か新しい

事業としてはあまり魅力がないように思いますが、乙れだけでしょうか。

県民体操と健康講話以外lζ 乙の新規の事業の申に含まれるものはないかど

うか。乙れだけでは非常に魅力が少ないのではないかというように思いま

す。
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また、体力づくりの乙の事業の発想そのものは、県の方からきているよ

うでございますが、私は、県からのそうした施策を基本としまして、当市

でもそれに加えて独自なものを開発していってもいいんではないかという

ような考え方をいつも持つわけでございます。県の方から一つの企画化さ

れた施策が打ち出されて、その企画そのものに乗っかつてそれだけをやる

のではなくて、それに当市で老人対象の健康づくりについて独得のもっと

事業を開発して、それを加えてやっていくという方法、乙ういう方法がい

いんではないかというふうに常に考えているものでございますが、いずれ

にしましでもあまり魅力の感じられない事業でございますので、もう少し

説明を加えていただきたいというように考えます。

ぞれから、痴呆性老人の短期入所事業でございますが、事業内容はっき

ましては、了承をいたしました。

ぞれに関連しまして、老人の申でも最近は痴呆性老人一ーイ谷にぼけ老人

と言われますが、乙の痴呆性老人に対する対策というものが全国的にどの

ようにしたらいいかという乙とで関心を集めてきているように、そういう

時期にきていると私は思います。当市におきましても 65歳以上の老人が

何人いるかというと 85 0 0人おります。 85 0 0人の申からやはり痴呆

性老人の対策方を研究するためには実態を掌握なさらなければならないん

ではないかというように考えます。施策というのはまず実態の掌握があっ

て初めてそとから施策が生まれてくるんではないか、新しい施策が。です

から、私は、 8500人になんなんとする 65歳以上の老人を対象とした

ぞろした実態の掌撞左いうものは、とれは正確にして進めていただきたい

というように考えておるものでございますが、乙れはどういうように進め

られてまいりますでしょうか、そのへんをお答え願いたいというように思

います。

ぞれから、自然休養村の整備事業につきましてでございますが、乙の整

備事業の目的は、観光農業をもっと進めるという乙とのようでございますe

御答弁の申はありましたように、いままでの活動が非常に不十分であった

というように昭和 56年に指摘をされましたと、よって今回の補正になっ

てもっとそれらを進めていくのであると……。何をやるかと言いますと、

御答弁にありましたように、専用花摘み閣とか、体験農園を進めるんだと
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いうようにあります。もう少し専用花摘み聞と体験農園というものを御説

明を加えていただきたいというように思います。

先ほど申し上げましたように、私は乙の事業の活性化を図っていただき

たいという望みを持っておりますので、乙ういう質問になりますが、ひと

つお答え願いたいというように思います。

ぞれから、埋蔵文化財はっきまして、乙れは発掘の状況を御説明になり

ましてーーもう少し明らかにしていただきたい点は、発掘をされる一一一い

わゆる乙の事業をなさる時期とか、どのくらい日数がかかるのか、あるい

は調査の規模はどのくらいであるとか、いまそ乙でおわかりになれば答え

ていただきたいというように思います。

ぞれから、城山公園の植栽工事につきましてでございますが、私l主植栽

工事というのは非常lζ 重要であり、一つのむずかしさがあるといちよち K

考えております。どういうむずかしさかと言いますと、城山公園は御承知

のように域型の博物館があり、そして本館があり、そして彫刻がそ乙 lζ備

わり、城山自体の地形がありますので、乙うしたものとのバランスをよく

考えて、研究して、植栽を行っていかなければならないと、全体のバラン

スから言いますと非常はむずかしいという乙とがありますが、全体のバラ

ンスにおきまして乙うした全体的な調和につきましてはどういう検討をな

さっているかお尋ねをしたいわけなんです。

また、植栽をされました今後の問題でございますが、乙れは関連としま

してお聞きしたいんですが、管理の方法はどういうような管理の方法を行

っていくのか。乙れは関連としてお尋ねをしたいというように思います。

それから、教育方法の改善の VHSについてですが、 VH Sが備わると

それと関連する、連動する機械があると思います。すなわちピデオでござ

います。ピデオで撮ったものを絹集機にかけるように聞いております。乙

のピデオにつきましてでございますが、乙れは現在館山市内の学校でどう

いうように使用されているか、十分に使用されているかどうか、活用状況

をお知らせ願いたいと思います。やはり乙ういった機械器具のある学校、

ない学校、あまりアンバランスでも教育の機会均衡が図れないんじゃない

かというように考えますので、均衡をとるという、そういう面からお尋ね

をしているわけでございますが、館山市内の学校の VTRの配置状況とか、
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活用状況、現況をお知らせ顕いたいというように考える次第でございます。

それから、正木のごみ処理場の建物の修繕につきましては、ただいまの

御答弁で了承いたします。

なお、館山幼稚園の用地購入はっきましても了承いたします。

以上、質問いたします。

O民生部長(鈴木 力君) お答え申し上げます。

まず、第 1点の高齢者体力づくり健康づくりに関しましての事業種目の

乙とでございますけれども、乙れはっきましては県の新規事業でとぎいま

して、県の方からも一応の事業種目は乙れ乙れとうであるという、乙うい

う乙とで示されておりまして、その内容を見ますと、新県民体操一一菜の

花体操、これを普及しよう、それから歩け歩け運動、あるいは体力テスト、

ハイキング、オリエンテーリング、ぞれから園芸一一一乙れは生産活動でご

ざいますが、そのほか老人健康活動、乙ういうものが県の方から示きれて

いるわけでございます。

当市の場合ほおきましては、実施主体でございます市老連と協議いたし

ました結果、当面の 58年度の行います種目といたしましては、先ほど市

長の方から御答弁申し上げました新県民体操を老人lζ普及しようじゃない

かという乙とと、ぞれから、なお 10地区でそれぞれ老人健康学級という

講座を開きまして、乙れに対する老人の健康の意識の高揚を図ってい乙う、

そういう乙とでございます。

モりlまか、また老人クラブ自体で行います輪投げ、いろいろな運動一一

手軽はできる運動の備品的なものを購入しようというような乙とで考えて

おり事す。

ぞれから、痴呆性老人に対する対策の問題でございますけれども、実態・

の掌握はどのようにするのかという御質問でございますが、乙れにつきま

しては、昨年の 11月に県の民生委員協議会、乙乙 lζ委託いたしまして、

県下一斉にこの痴呆性老人の実態調査を行ったわけでございます。館山市

におきまして、乙の結果によりますと、一応 34名の痴呆性老人であろう

という方がいろいろ調査の対象になったわけでございます。その申で福祉

手当金受給されている、いわゆる寝たきり老人が 6名、ぞれから純然たる、

福祉手当を支給されていない方の寝たきりが 6人、その後死亡されました
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者が 2名でございますので、現段階lとおきましては大体 19名ということ

で進めておるわけでございます。

それから、なお、来月の 10月 1日から 1ヵ月間、民生委員連協の方lζ

お願いいたしまして、高齢者の実態調査を行うわけでございます。その調

査を通しましでも乙れらの痴呆性老人の実態を把握いたしたい、乙のよう

に考えておるわけでございます。

。経済部長(山田俊康君) 自然休養村の観光農業、特に専用の花摘み圏

と体験農園の具体的内容という乙とでございます。

花摘み園を今回しようとする場所は、平砂浦の有刺道路でありましたと

ころに相浜にゲートがございます。ゲート跡の西側の農地を 4 2~- ほど借

用いたしまして、ぞ乙 lζ専用の花摘み園をつ〈ろうという乙とでとぎいま

す。当然水田でありましたので潜水施設、防風網、暗渠工事等も合わせて

実施するという乙とでございます。

なお、専用花摘み置は 9月lζ定植いたしまして、 5月ごろまで使うとい

う乙とになりますので、花摘み園の裏作を、 6、 7、 8とあいております

その期間金利用いたしまして学童lとよります体験農圏というものをしてい

乙うという乙とでございます。

当然、当面の問題としては農業lζ親しんでもらうということで、神戸小

学校、あるいは富崎小学校にお願いして体験農園を実施しようというもの

でございます。

続きまして、埋蔵文化財の関係でございますけれども、時期、調査規模

という乙とでございますが、現在のと乙ろ時期は 59年 2月頃を予定して

おります。

調査の規模といたしましては、延長で 19m、幅が 5m、探き 5m程度

を予定しております。

それから、城山公園の植栽一一全体として調和した植栽が望まれるが、

その関係についてはどのように考えているか一一一計画は社団法人日本公園

緑地協会に委託いたしました。建設省都市局の公園禄地課の指導を得なが

ら総合公園としての基本計画を策定してまいりました。

植栽にあたっては、現在植栽されている樹木を基本的に考えております。

それから、四季折々の花を楽しめるようにするという乙と。それから傾斜
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地も可能な限り植物の性質を活用してのり面の保護と緑化を図るように考

えました。当然、彫刻の径の植栽そのものにつきましては、彫刻の制作者

の意見も取り入れるというような乙とも考えております。一一取り入れた

ために地被等パックは緑で覆うようにという乙とも出てきたわけでござい

ます。当然館山の気象条件等も参考としております。

それから、将来の管理方法ということですが、現在は市の職員が主体で、

一部植木職を麗いあげて管理等を行っております。将来の問題ではござい

ますが、あるいは部分委託等の方法も検討しなければならないかもしれま

せん。

以上です。

O教育長(安田豊作君) ピデオ編集機の利用についてでございますが、

現在ピデオは学校に持っているのが 15台でございます。 16校申 15台

で、ただし 1校lと2台あると乙ろがありますから、ない学授が 2校ありま

す。

ぞれから、乙の編集機を買った場合どうなるかという乙とでございます

が、いままでは NHK、その他放送を録画して、それを再放送して利用す

る一一ーということにはいままでのピデオで差し支えなかったわけですが、

乙の編集機を買う乙とによって自主番組といいますか、自分の地域のいろ

いろのものを撮って、そして編集する。ですから、理科とか自然の勉強、

社会科の勉強、あるいはレクリェーション、運動会、その他を撮ってあと

で学習する、そういう乙との利用に今後は大いに活用できる、乙ういうと

とでございます。

以上です。

020番{石井武敏君) ただいまの御答弁で、城山の植栽工事につきま

しては了承をいたしました。

また、埋蔵文化財等々につきましでも了承をいたしました。

なお何点かお聞きしたい点が残りましたが、ぞれはまず高齢者の体力づ

くりの事業でございますが、いろいろと御説明いただきまして輪郭がだん

だんはっきりしてきましたが、私はもっとゲームのおもしろさの入ったス

ポーッを乙乙で推進した方がいいんではないか、在宅老人とその家族がー

績になって楽しめるような、そうしたゲームのおもしろさの入ったスポー
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ツがいまあるんではないかと思いますが、そうしたもの金乙ういう申l乙組

み入れていったらどうかと考えますので、ただいまの御答弁では県民体操

とか、歩け歩けとか、ハイキングとか、スポーッはスポーッでございます

が、ゲームのおもしろさの入ったスポーッ、乙ういった点でもう一つ考慮

をしていただいて運営したらどうかなというふうに考えますが、乙うした

点どのように考えられますかお聞かせ願いたいと思います。

それから、痴呆性老人につきまして、当局の方で現在掌握なさっている

のはたしか 19名というように、御答弁ではそういうように受け取れます

が、実態としては少ない方が一一乙れは少ないは乙した乙とはないわけで

ございますが、少なければ少ないほど本当はいいわけでございますが、掌

握漏れとか、もう少し実態調査というものをきちんとした方がいいように

私は思います。

また、乙の痴呆性老人というのは、その範囲というものは、ど乙までが

痴呆性があるのかというむずかしさがあると思います、乙の調査は。しか

し 19名というのはあまりにも少ないのではないかと考えます。もう少し

綿密なといいますか、きちんとした実態を掌握されるように御要望いたし

ます。

ぞれから、自然休養村の事業でございますが、ただいま御答弁の申lとは

体験農園が入っておりまして、学童が神戸と富崎ですか、学校が乙れを利

用して体験農園一一農業を実際lζ 体験させるとか、あるいは土lζ 、農作物

tζ親しむような体験をされるというようにいま榔答弁がありました。私l主、

逆l乙市街地の学校の生徒がそういう体験をした方がいいんではないかとい

うように思いますが、そのへんはどのように考えますか。

ぞれから、 VH S tζ 関しましてのビデオでございますが、教育長の御答

弁で、 VTRがない学授が 2校あるというように答弁が返ってきました。

2校というのはど乙の学校なんでしょうか。

やはり乙ういった機械器具はそのまま教育効果や教育成果にあらわれて

くると思います。新しい機械を取り入れて教育をするという乙とは私は賛

成でございます。どうか教育の機会均等という、等しくそういった機械を

利用して活用していくという面からいきますと、やはり全部に行き渡るよ

うな配慮が必要じゃないかと考えますが、どのように考えますか、御説明
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願いたいと思います。

以上、お願いします。

。民生部長(鈴木 力君) 高齢者体力づくりの実施事業の種目でござい

ますが、乙れにつきましてはやはり市の老人クラブ連合会、乙乙が実施主

体でございますので、そちらの方のお考えによって事業種目を決めるもの

でございますので、乙れにつきましては当面 58年度においては先ほど申

し上げました事業種目を実施しようという乙とでございますので、御指摘

の点はっきましては今後の問題としてまた老人クラブ連合会と話し合いを

してまいりたいというように考えております。

。経済部長(山田俊康君) 体験農聞の、学童農園の関係でございますが、

市街地の学校の利用というとと一一市といたしましでもその方向等を模索

したわけですが、 1番ネック lとなりましたのが輸送の問題、ぞれからもう

1つは児童数が市街地の学校は非常に多いということから、面積が 42 x-
と案外に狭小である、付近の学校に協力をいただきながら体験を裸めてい

ただ乙う、乙れがよりよい成果を上げた場合にはまた別途乙ちらは考えて

まいりたいというふうに思っております。

。教育長(安田豊作君) ピデオのない学授は館野と九重でございます。

そろえるようにいたしたいと思います。

020番(石井武敏君} 質問を終わります。

。議長{石井 正君) 以上で 20番議員君の質疑を終わります。

午前の会議は乙れにて休憩とし、午後 1時再開といたします。

午前 11時 43分休憩

午後 1時 o2分 再 開

。議長(石井 正君) 午後の出席議員数 26名、休憩前lζ 引き続き会議ー

を聞きます。

1番議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1番議員神田守陣君登壇)

o 1番(神田守陸君) 議案の第 49号一般会計の補正予算について御質

疑申し上げます。

私の質問は、議案書lζ 基づいて質問してまいりたいと思います。

議案書の 17ページ、老人福祉費の申の扶助費、痴呆性老人短期入所措
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置扶助費についてであります。先ほど午前申にも乙の問題についての質問

がありましたが、まず痴呆性老人という言葉そのものの定義といいますか、

その意味合いについて少しわかりやすく御説明を顕いたいと思います。

次lと、そうしたお年寄りの対象者は、午前中の質疑の申で 19人おると

いう乙とでしたので、乙の人数については御答弁を求めません。

さらに、特別養護老人ホームに短期入所する際の要件として、乙れにつ

いても先ほど来、質疑の申で冠婚葬祭、病気、旅行等、具体的に説明があ

りましたので、御答弁は求めません。

次lζ 、乙れと関連をして、最近、老人保健法施行以降、寝たきりのお年

寄りなどが病院から退院を求められるというような例が大変にふえている

と、なかなか寝たきりのお年寄り、あるいは家庭で看護ができないという

ような乙とから、そうしたお年寄りを特別養護老人ホームの方でめんどう

をみるというような形での入所希望が大変全国的にもふえている、なかな

か特老ホームへの入所が困難になってきているという話を聞くわけであり

ます。当市にあって痴呆性老人の受け入れ施設である特老ホームでは、乙

の点受け入れ体制について万全なのかどうか。増築の必要等ないのかどう

か。乙のへんについてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。

次lと、 19ページでありますが、農業振興費の農村協同館補修用材桝費

1 9万 60 0 0円についてであります。農村協同館は農林業者の日常的集

合等に利用される乙とを目的とするが、同時に住民の福祉増進と認められ

る場合も利用できるというように条例で規定がされているわけであります

が、実際の利用状況は農村部における地域の集会所として利用されている

のではないかと思うわけであります。だとすれば、今後とも建設の予定は

あるのか、また、設置の際の建設費について住民の負担のあり方はどうい

うふうになっているのか御説明を願いたいと思うわけであります。

次!と、 21ページの土木費申の負担金として県道富津館山線改良期成同

盟会負担金ということで 5万円が支出されてあります。県道富津館山線、

乙れは館山市役所の前を通って高井へ抜けていく県道でありますが、乙の

改良という乙とで期成同盟会が結成されたようでありますが、乙の改良の

一一一具体的にどういうふうに改良しようというふうなお考えなのか。その

目標、乙れについて御説明を顕いたいと思うわけであります。
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そして、期成同盟会というような形で会がつくられているようでありま

すが、乙の構成についてどのようになっているのかお聞かせください。

次lζ 、 21ページ l乙都市計画費の申で、都市下水路費という乙とで補正

が 35 0 0万ほど計上され、園、県が 34 8 0万という乙とで、ほとんど

その負担をするという形で計上されてありますが、乙の整備工事について、

ど乙の工事なのか具体的に御説明を願いたいと思うわけであります。

以上、御答弁によりまして再質問させていただきます。

(市長半海良一君登壇}

。市長(半津良一君) 神田議員の御質問にお答えをいたします。

まず、痴呆性老人短期入所事業についての御質問でございますが、第 1

点は痴呆性老人の意味でございますが、実施要綱の定義lとよりますと「知

的能力の低下や全般的な精神活動の低下lとより、日常生活において常時介

護を要する者とする Jという乙とになっております。

次lζ 、特老施設の増設の必要性についての御質問でございますが、特別

養護老人ホームと折衝をいたしましたととろ、入所の枠を特別にとってい

ただくことになりましたので、現在のととろ増設の必要はないと考えてお

ります。

次lζ 、農村協同館lζ 関する御質問でございますが、第 1点、協同館の設

置費用はという御質問でございますが、協同館は県の単独事業として昭和

4 2年 4月農業協同館設置事業実施要領が定められまして、事業認定を受

けたものは県の補助対象となり、 2分の 1以内の補助がございました。補

助金は 100万円であり、市費は 40万程度、残額は地元負担でございま

した。

第 2点の、今後の建設予定はあるかとの御質問でございますが、県の農

業協同館設置事業は昭和 49年度で廃止されております。

御質問の第 S点、県道智津館山線改良期成同盟会についての御質問でご

ざいますが、第 1点、改良目標についてでございますが、県道富津館山擦

につきましては、御案内のとおり房総南部の内陸部を縦貫する主要道路と

して重要な役割を果たしてまいったわけでございます。乙の道路は山岳の

申腹を切り開いて建設されたもので幅員が狭く、その上屈曲、急勾配も数

多く、風雨による災害も絶えない状態でございますので、県lと対して早急
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lζ 改良を要望しようとす Zものでございます。

また、第 2点、どういう団体でつくっているかという御質問でございま

すが、当該道路の所在する富津市、鴨川市、富山町、三芳村及び館山市の

市町村で組織しようとするものでございます。

第 4点、都市下水路についての御質問でございますが、乙の排水路は南

町排水路整備で、県事業として計画されたものでございます。当初予算で

負担金を計上しでありますが、乙のたび県から事業地内に市の地下埋設物

等があることから市lζ 委託したい旨の申し出がありましたので、受託し、

実施しようとするものでございます。

以上、答弁を終わります。

o 1番(神田守隆君) 痴呆性老人の定義がなかなかわかりにくいといい

ますか、具体的には知的な能力の低下であるとか、常時介護を必要とか、

精神的な活動が著しく劣っているというような乙とでありますが、先ほど

の質疑の申で乙うしたお年寄りが 19人というようなお話がありましたけ

れども、実際l乙乙の 19人といったような数字は現在の状況から一一寸もほ

ども少ないのではないかというような乙とでお話がありましたけれども、

やはり私もそういう乙とからすると乙れはもっとあるんじゃないかという

気がするわけですけれどもい・・・・。

乙のお年寄りの調査についても、今後さらに精力的に乙うした対象者に

ついての調査をぜひともしていただいて、そうしたお年寄りの福祉に役立

てていただきたい。

それでですね、 1ヵ月間短期入所をさせようとする一一一1カ月以内です

か、というお話で、寝たきりのお年寄りの関係ではたしか 1週間乃至 10 

日間という乙とだったというように思うんですが、特lζ 乙ういう一一一1カ

月間というのは非常に寝たきりとの関係でみると長くそうした処置がとら

れているというふうに思うんですが、特に、乙ういう点での寝たきりと比

べて特に長くしてある理由はどういうと乙ろにあるのか、そのへんについ

ての考え方。

それから、先ほど要件の問題で冠婚葬祭、病気、旅行というような乙と

が挙げられておりましたけれども、率直に申し上げて、こういう方を抱え

ている御家庭の介護をしている方の苦労というのは大変なものだろうと思
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うんです。そういう方が冠婚葬祭、病気、あるいは旅行、そういうような

乙とでは当然だろうと思うんですけれども、そういう方が一定の時期には

やはりそういう介護から解き放して休むという乙とも必要なんじゃなかろ

うか、そういう点での入所要件としては、そういったものが運用上対象に

なるのかならないのか。乙のへんについてのお考えをお聞かせ顕いたいと

思います。

ぞれから、次に房総内陸部の富津館山線の改良ということでありますが、

県に働きかけをしていこうというような趣旨、大変によくわかるわけであ

ります。そういう点では県道富津線の点で三芳村などは大変に道路整備が

されたように思いますが、館山市独自にやはり問題もあるんじゃなかろう

か。館山市における富津館山線の改良問題、そのへんについてはどのよう

にお考えになっておられるのか合わせてお聞かせを願えればと思います。

O民生部長(鈴木 力君) まず、介護期間を 1ヵ月にした理由という乙

とでございますが、これにつきましては県の痴呆性老人短期介護事業運営

要綱、乙れによりますと、介護期間としましては 1カ月を限度として市町

村長が定めると乙ろによる、乙ういうような規定でございまして、この根

拠につきましては存じておりません。

2点目の、介護者の精神的な、肉体的な疲労を生じた場合、乙の介護対

象となるかという御質問でございますけれども、介護の要件としましては

介護者が極度lζ疲労のために、言いかえれば疲労のために一時的に介護が

できないような状態、乙ういうような場合におきましては一つの疾病とい

うような乙とで市町村長認めまして、介護する乙とができるんじゃなかろ

うか、乙ういうふうに解釈いたしております。

0経済部長(山田俊康君} 県道富津館山緯の館山市地域内の改良につい

て問題はないかという乙とでございますが、過去におきまして現道拡幅と

いう乙とで県、市ともども地主さんは御協力を願ったりした時期がござい

ましたけれども、地主さんの協力が得られないというような乙と等もあり

まして、問題確かにございます。

これら期成同盟会ができましたら、乙れをて乙といたしまして部分的な

バイパスであっても改良という方向で事棄を進めてまいりたい、乙のよう

に期待しております。
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01番(神田守隆君) 痴呆性老人の 1カ月間というような根拠について

は、よく承知しておらないということでございますので、また別の機会に

お調べいただいてお教え顕えればと思うんですが…・・・。

特lζ 、私は、寝たきり老人の場合でも、むしろ入所期間金もっと長くと

る必要があるんではなかろうかというような考え方を持っているものです

から、特にそうしたことも踏まえまして善処告をお願いしたいと思います。

それで、入所要件にあたっては、極度lこ疲労している場合には一種の疾

病というような一一ーなかなか制限があるふうなんですけれども、同時にそ

ういう形で、運用の申で図っていく考えもあるようですので、一応御答弁

で了解いたします。

それから、県道富津館山線の改良について、改良を進めるという乙とは

大変内陸部の主要道路だという乙とで重要な意味を持っているかと思うん

ですが、現実的な、政策的な選択という点から言った場合に 127号の改

良との関係で全く考えなくていいのかどうか。現実には、政策的lζ は県北

の方から、木更津の方から館山lと、南部lと入ってくるには両方の道があろ

うかと思うんですが、そういう点では改良を急がないと 127号の改良工

事が先行した場合にはなかなかむずかしいんじゃないかと思うんですが、

そういう心配はないのかどうか。

。経済部長(山田俊康君) 現在、 127号はっきましては国の直轄事業

で実施しております。今回お願いしております県道富津館山線は県事業と

いうことでございますので、そのような懸念はないというふうに思ってお

ります。

o 1番(神田守隆君) 終わります。

。議長(石井 正君) 以上で 1番議員君の質疑を絡わります。

以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑ご

ざいませんか。一一一榔質疑なしと認めます。

以上で質疑を終結いたします。

委員会付託

。議長{石井 正君) ただいま議題となっております議案第 4 9号及び

議案第 50号の各会計補正予算については、お手元lζ配付の議案付託表の
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とおりそれぞれ所管の常任委員会に付託をいたします。

延 会午後 1時 21分

。議長(石井 正君) お諮りいたします。

本日の会議は乙れにて延会いたしたいと思います。乙れに御異議ありま

せんか。

( r異議なし Jと呼ぶ者あり)

。議長(石井 正君) 御異議なしと認めます。よって本日はとれにて延

会する乙とに決しました。

次会は明 9月21日午前 10時開会とし、その議事は昭和 57年度各会

計決算の審議といたします。

。本日の会議lζ付した事件

1 議案第 36号乃至議案第 50号
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